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【資料１－６】 

 

 

 

 

 

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者に係る 

研修について 
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サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者にかかる研修について 

 

１．サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者として従事するには 

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者（以下「サビ管等」という。）として従事するために

は、以下の要件を満たす必要があります。 

実務経験年数 保有する資格等により必要年数が異なります。 

研修修了要件 ・基礎研修・実践研修を修了 

・資格維持のためには、実践研修を修了した者は、翌年度から５年間の間に 

更新研修を修了する必要あり（研修受講においても実務経験要件有） 

 

★研修受講における実務経験要件（※配置に必要な実務経験要件ではありません） 

 

 

２．研修実施時期について 

研修案内については、県障害福祉課ホームページに掲載されますので、随時確認をお願いします。 

【参考】和歌山県障害福祉課 HP https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/d00203974.html 

 

 

３．サビ管等の OJTが要件を満たす場合に６ヶ月に変更 

サビ管等の研修体系については、令和元年度より、基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な

実務経験（OJT）を「２年以上」としておりますが、以下の要件を満たす場合につきましては、例外的に

「６月以上」とします。 

 

 

 

必要要件 

・サービス管理責任者等基礎研修受講開始時点でサビ管等の配置のための実務

経験を満たしていること。 

・サビ管等の基準人員を既に満たしている事業所において、新たに「OJT短縮対

象サビ管」として配置することを配置日から１０日以内に和歌山市障害者支援

課に届出していること。（※１） 

・実践研修実施の前月までに６か月以上、かつ９０日以上配置し、個別支援計

画原案作成までの一連の業務を１０回以上目安に行っていること。 

（※１）届出に不備等がなければ受理通知を送付しますので、実践研修申込の際にご使用ください。 

基礎研修 実践研修 更新研修 

サビ管等として

の実務経験要件

を満たす２年前

から受講可。 

基礎研修修了後２年以上、サビ管等

として配置するのに必要な実務経験

が必要。 

条件を満たせば6か月に短縮可能。 

過去５年間に２年以上のサビ管等・管

理者・相談支援専門員の実務経験。 

又は現にこれらの業務に従事している

こと。 
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（参考）令和元年度の制度見直しについて 
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（参考２）サービス管理責任者等 実務経験要件 
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